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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線基地局が定期的に送信する通信情報から、位置検知の対象となる端末で無線
基地局からの通信状況値を取得し、取得した通信状況値に基づいて位置検知サーバにより
前記端末の位置検知処理を行う位置検知システムにおいて、
　各無線基地局は、自局以外の無線基地局と通信を定期的に行いながら相手局からの通信
状況値を取得し、
　前記位置検知サーバは、
　各無線基地局で取得された通信状況値に基づいて無線基地局間の通信状況を監視し、
　前記通信状況値に所定以上の変化を検出した場合には、当該変化が起こった無線基地局
間に外乱が発生したというイベントを発行すると共に、対応する通信状況値の変化量を推
定し、
　外乱発生イベントが発行された場合には、前記端末が外乱発生直前の位置で取得した無
線基地局からの通信状況値と今回取得した通信状況値との差に基づいて、外乱が前記端末
の今回の位置検知に影響を及ぼすかを判断し、
　今回の位置検知に影響すると判断された場合には、先に推定した外乱に関連している無
線基地局間の通信状況値の変化量を用いて前記端末で取得した外乱に関連している無線基
地局からの通信状況値を補正し、
　この補正した通信状況値と外乱に関連していなかった無線基地局からの通信状況値を用
いて前記端末の位置を推定することを特徴とする位置検知システム。
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【請求項２】
　端末が、位置検知サーバに代わって、前記位置検知サーバで行っていた位置検知処理を
行うようにしたことを特徴とする請求項１記載の位置検知システム。
【請求項３】
　位置検知と外乱検知に用いる通信状況値は、電波強度値としたことを特徴とする請求項
１または請求項２記載の位置検知システム。
【請求項４】
　無線基地局は、外乱発生源を考慮して高低差をつけて配置されるようにしたことを特徴
とする請求項１から請求項３のうちのいずれか1項記載の位置検知システム。
【請求項５】
　無線基地局間の通信状況を監視する時間帯は、外乱となる事象の発生頻度が極端に低い
定常状態観測時間と、この時間帯を除いた外乱検出時間とに分け、定常状態観測時間に各
無線基地局が定期的に取得した自局以外の無線基地局からの通信状況値は外乱検知を行な
わずに記憶し、一方、外乱検出時間帯において得られる各無線基地局が取得した自局以外
の無線基地局からの通信状況値を、記憶した通信状況値に基づいた定常状態の統計情報と
比較することで外乱を検出するようにしたことを特徴とする請求項１から請求項４のうち
のいずれか１項記載の位置検知システム。
【請求項６】
　無線基地局は、自局以外の無線基地局からの通信状況値を取得する際に、通信情況値取
得と通常の通信処理を時分割で行なうようにしたことを特徴とする請求項1から請求項５
のうちのいずれか１項記載の位置検知システム。
【請求項７】
　複数の無線基地局が定期的に送信する通信情報から、位置検知の対象となる端末で無線
基地局からの通信状況値を取得し、取得した通信状況値に基づいて位置検知サーバにより
前記端末の位置検知処理を行う位置検知システムにおいて、
　無線基地局と同じ位置または外乱が発生すると想定される位置に配置され、各無線基地
局が発信する通信情報を受信してそれぞれの無線基地局からの通信状況値を取得する通信
状況取得装置を備え、
　位置検知サーバは、
　各通信状況取得装置で取得された通信状況値に基づいて無線基地局と通信状況取得装置
間の通信状況を監視し、
　前記通信状況値に所定以上の変化を検出した場合には、当該変化が起こった無線基地局
と通信状況取得装置間に外乱が発生したというイベントを発行すると共に、対応する通信
状況値の変化量を推定し、
　外乱発生イベントが発行された場合には、前記端末が外乱発生直前の位置で取得した無
線基地局からの通信状況値と今回取得した通信状況値との差に基づいて、外乱が前記端末
の今回の位置検知に影響を及ぼすかを判断し、
　今回の位置検知に影響すると判断された場合には、先に推定した外乱に関連している無
線基地局と通信状況取得装置間の通信状況値の変化量を用いて前記端末で取得した外乱に
関連している無線基地局からの通信状況値を補正し、
　この補正した通信状況値と外乱に関連していなかった無線基地局からの通信状況値を用
いて前記端末の位置を推定することを特徴とする位置検知システム。
【請求項８】
　複数の無線基地局が定期的に送信する通信情報から、位置検知の対象となる端末で無線
基地局からの通信状況値を取得し、取得した通信状況値に基づいて前記端末の位置検知処
理を行う位置検知サーバにおいて、
　前記位置検知サーバは、
　各無線基地局で自局以外の無線基地局と通信を定期的に行いながら取得した相手局から
の通信状況値に基づいて無線基地局間の通信状況を監視し、
　前記通信状況値に所定以上の変化を検出した場合には、当該変化が起こった無線基地局
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間に外乱が発生したというイベントを発行すると共に、対応する通信状況値の変化量を推
定し、
　外乱発生イベントが発行された場合には、前記端末が外乱発生直前の位置で取得した無
線基地局からの通信状況値と今回取得した通信状況値との差に基づいて、外乱が前記端末
の今回の位置検知に影響を及ぼすかを判断し、
　今回の位置検知に影響すると判断された場合には、先に推定した外乱に関連している無
線基地局間の通信状況値の変化量を用いて前記端末で取得した外乱に関連している無線基
地局からの通信状況値を補正し、
　この補正した通信状況値と外乱に関連していなかった無線基地局からの通信状況値を用
いて前記端末の位置を推定することを特徴とする位置検知サーバ。
【請求項９】
　複数の無線基地局が定期的に送信する通信情報から、各無線基地局からの通信状況値を
取得し、取得した通信状況値に基づいて自己の位置検知処理を行う端末において、
　各無線基地局で自局以外の無線基地局と通信を定期的に行いながら取得した相手局から
の通信状況値に基づいて無線基地局間の通信状況を監視し、
　前記通信状況値に所定以上の変化を検出した場合には、当該変化が起こった無線基地局
間に外乱が発生したというイベントを発行すると共に、対応する通信状況値の変化量を推
定し、
　外乱発生イベントが発行された場合には、自端末が外乱発生直前の位置で取得した無線
基地局からの通信状況値と今回取得した通信状況値との差に基づいて、外乱が自端末の今
回の位置検知に影響を及ぼすかを判断し、
　今回の位置検知に影響すると判断された場合には、先に推定した外乱に関連している無
線基地局間の通信状況値の変化量を用いて自端末で取得した外乱に関連している無線基地
局からの通信状況値を補正し、
　この補正した通信状況値と外乱に関連していなかった無線基地局からの通信状況値を用
いて自端末の位置を推定することを特徴とする端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線基地局と位置検知対象となる端末との間で交わす通信情報を利用して
位置検知を行なう位置検知システム、位置検知サーバおよび端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の位置検知システムでは、発生する外乱ごとに電波強度値を一覧として記憶するた
めに、地点ごとに複数の無線基地局からの外乱に応じた電波強度を予め測定して電波強度
テーブルを作成しておき、位置検知時に他のシステムから入力される外乱種別を元にして
上記電波強度テーブルを参照し、測位対象となる端末と複数の無線基地局との間の電波強
度値の組み合わせをテーブル上で対応付けることにより、外乱に対しても精度劣化を抑制
可能している。
　また、地図情報と無線基地局の配置状況と、外乱発生箇所の関係から、地図上で指定し
た測定点における外乱発生時の強度を推定することで、外乱の発生場所ごとに電波強度値
テーブルを作成する手間を省くことができる位置検知システムが提案されている（例えば
特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１２８２２２号公報（第９－１０頁、第１１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の技術では、外乱の発生を検知する仕組みは他のシステムに依存しているため、位
置検知システム単独では外乱を検出することが不可能である。また、外乱の種類と発生場
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所も特定されており、人の往来などによる不規則に発生する外乱に関して検知することが
できないため、位置検知の精度劣化の抑制は不可能である。
【０００５】
　この発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、不規則に発生した外乱が発
生した場合にも位置検知の精度劣化を抑制可能にする位置検知システムおよび位置検知サ
ーバを得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る位置検知システムは、複数の無線基地局が定期的に送信する通信情報か
ら位置検知の対象となる端末で通信状況値を取得し、取得した通信状況値に基づいて位置
検知サーバにより端末の位置検知処理を行う位置検知システムにおいて、各無線基地局は
、自局以外の無線基地局と通信を定期的に行いながら相手局からの通信状況値を取得し、
位置検知サーバは、各無線基地局で取得された通信状況値に基づいて無線基地局間の通信
状況を監視し、通信状況値に所定以上の変化を検出した場合には、当該変化が起こった無
線基地局間に外乱が発生したというイベントを発行すると共に、対応する通信状況値の変
化量を推定し、外乱発生イベントが発行された場合には、端末が外乱発生直前の位置で取
得した無線基地局からの通信状況値と今回取得した通信状況値との差に基づいて、外乱が
端末の今回の位置検知に影響を及ぼすかを判断し、今回の位置検知に影響すると判断され
た場合には、先に推定した外乱に関連している無線基地局間の通信状況値の変化量を用い
て端末で取得した外乱に関連している無線基地局からの通信状況値を補正し、この補正し
た通信状況値と外乱に関連していなかった無線基地局からの通信状況値を用いて端末の位
置を推定するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、無線基地局間の通信状況を監視することで、不規則に発生した外乱
を検出した場合に、算出した通信状況の変動量を用いて外乱がない状態における無線基地
局と端末間の距離を推定するようにしたので、対象端末と無線基地局間の距離推定精度を
向上させることができるため、外乱が発生したとしても位置検知の精度劣化を抑制し、安
定した位置検知を可能にする。また、外乱種別を予め規定しなくても観測値から変化量を
求めるので、予め外乱に応じて変化量を測定しておくなどの事前準備の手間は削減するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１による位置検知システムの構成を示すブロック図であ
る。
　無線基地局１～４のそれぞれは、互いにネットワーク１００を介して接続されている。
端末１０６は、位置検知対象となる端末（以下、「対象端末」とする）であり、無線機能
により無線基地局１～４と通信を行う。位置検知サーバ１０１は、位置検知のための計算
を行なうサーバであり、無線基地局１～４とネットワーク１００を介して接続されている
。この実施の形態１の例では、無線基地局１～４および対象端末１０６として、無線ＬＡ
Ｎの規格ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ準拠するものを想定するが、この発明はこれ以外の
規格や方式に従った機器を使用する場合も含むものとする。また、この実施の形態１では
、無線基地局が特定の範囲に４台ある場合を例として説明しているが、４台以上の無線基
地局を使用しても同様の処理が行えるものである。また、位置検知の範囲は限定されるも
のではない。なお、対象端末は人が持って移動することを想定する。
【０００９】
　次に、位置検知の基本原理について説明する。
　端末１０６は、各無線基地局からの通信情報内に含まれる電波強度値を利用して、端末
と無線基地局間の距離ｄを（１）式の処理によりそれぞれ推定する。
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ｄ＝（ｆ（－２０／Ｎ））* （１０（Ｌ＋２８－Ｌｆ（ｎ））／Ｎ）　　　　　（１）
ただし、Ｎは減衰係数、ｆは周波数（ＭＨｚ）、Ｌは取得したＲＳＳＩ（Received Signa
l Strength Indicator）値（ｄＢ）、Ｌｆ（ｎ）はｎ枚の壁通過による損失、記号*は積
算を表す演算子とする。
　ここでは、駅構内などの商業空間に近い空間を仮定する。そのため、Ｎはオフィス環境
に近い減衰係数である３０に設定する（改訂版８０２．１１高速無線ＬＡＮ教科書　イン
プレス発行　ｐ２５６　表１１－２参照）。また、ＩＥＥＥ８０１．１１ｂ／ｇ環境とし
ているため、ｆ＝２４５０、Ｌｆ（ｎ）＝１４ｎで求めるものとする。ここで、理解しや
すいように壁を０枚とおくと、Ｌｆ（０）＝０となる。
【００１０】
　無線基地局１～４からは、利用可能な無線基地局が存在することを通知するためにビー
コン情報が定期的に送信されるので、対象端末１０６では、このビーコン情報を受信して
、通信接続していない複数の無線基地局１～４からの電波強度値をそれぞれ取得する。対
象端末１０６は、ビーコン情報の受信毎に、図２に示すような端末ＩＤ、各無線基地局Ｉ
Ｄ、取得した各電波強度値を対応づけたデータ構成の電波強度情報を生成して位置検知サ
ーバ１０１にネットワーク１００を介して送信する。端末ＩＤは、予め位置検知サーバ１
０１に登録しておき、端末１０６側で動作するプログラムで同一のものを利用するように
する。端末ＩＤ、無線基地局ＩＤは、共に通信情報に含まれる通信機器の固有ＩＤである
ＭＡＣアドレスを利用することで、それぞれに特別な仕掛けをせずに、どの端末、どの無
線基地局からの情報であるかを対応付けることができる。
【００１１】
　位置検知サーバ１０１では、図３に例示すような無線基地局の配置情報が含まれた地図
情報を保有している。位置検知サーバで１０１では、対象端末１０６から受信した電波強
度情報にある無線基地局ごとの電波強度値に基づいて、（１）式に従って各無線基地局と
対象端末１０６間の距離ｄ１～ｄ４を算出する。そして、位置検知サーバ１０１では、図
４に示すように、各無線基地局を中心とし、距離ｄ１～ｄ４のそれぞれを半径とする円が
交わる点に対象端末１０６があると推定する。この推定結果を図３の地図情報上に重ね合
わして示すと、対象端末１０６の現在位置は図５のようになる。このようにして得られる
推定結果は、対象端末１０６を始めとして、各種機器からのリクエストに応じて位置検知
サーバ１０１から送信されるものとするが、位置検知サーバ１０１の処理能力が十分であ
る場合には、対象端末１０６から受けた電波強度情報に対するレスポンスとして直ちに返
信するようにしてもよい。
【００１２】
　各無線基地局を中心とする半径ｄ１～ｄ４の円のそれぞれは、理想的には、図４で示す
ように一点で交わる筈である。しかし、実際にはノイズの影響を受ける場合が多いため、
一点で交わることは少なく、図６のような交わり方をする。そのため、位置検知サーバ１
０１では、すべての円が重なり合ってできる領域（図６の斜線で示した部分）の重心を算
出して推定位置とする。以上が位置検知の基本原理であり、一般的な方法である。
【００１３】
　以下、この発明に係る、外乱発生に対処した位置検知の処理について説明する。図９は
位置検知サーバ１０１における処理手順を示すフローチャートである。
　無線通信では、周囲の状況に応じて通信品質などの通信状況に変化を及ぼすことが知ら
れている。特に電波強度値は、無線基地局と端末との間に遮蔽物が入ると減衰することに
なる。ところで、固定的な遮蔽物（壁など）は予めその位置に遮蔽物が存在することを知
ることで、電波強度値が減衰した値であることを知ることができる。しかし、この発明は
、上記固定的な遮蔽物に対する対策ではなく、任意のタイミングで動的に発生する電波遮
蔽、具体的には、駅構内における電車の入線や通過、人の往来などによる遮蔽に対して位
置検知の精度を高めることを取り扱うものである。
【００１４】
　無線基地局１を例にとると、無線基地局１は他の無線基地局２～４との間でそれぞれが
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発信するビーコン情報を無線で相互にやり取りをしている。ここでは、ビーコン情報の確
認時に、対象端末１０６との通信を阻害しないように時分割で処理を実施するようにする
。無線基地局１では、自局以外の無線基地局２～４からのビーコン情報を受信してそれぞ
れの無線基地局からの電波強度値を取得し、どの無線基地局からの電波強度値かを識別で
きるように、図７に示すように、無線基地局ＩＤ（ＭＡＣアドレスの利用を想定）と対応
付けた電波強度情報を生成する。位置検知サーバ１０１は、各無線基地局で取得した電波
強度情報をネットワーク１００を介して受信する（ステップＳＴ１）。
【００１５】
　位置検知サーバ１０１では、無線基地局１より受信した電波強度情報に基づいて、現在
無線基地局１と他の無線基地局２～４との間で外乱が起こっていないかを監視する（ステ
ップＳＴ２）。この場合、過去数回の受信データに基づいて、特定の無線基地局（例えば
無線基地局４）からの電波強度値の平均値、中央値、標準偏差などの統計値を算出し、今
回受信したデータがそれらの統計値の範囲内に収まっているかを確認することで外乱が発
生しているかどうかを監視する。例えば、過去数回の電波強度値のデータが平均Ａ、標準
偏差Ｂというようなものであった場合に、今回受信したデータが示す電波強度値がＧだっ
たとする。統計的には平均Ａ±標準偏差Ｂの２倍までの範囲に約９７％のデータが入るた
め、電波強度値Ｇがこの範囲内にない場合には、外乱が発生したものと考えることができ
る。なお、平均±標準偏差とした場合は、この値域に約６７％のデータが入ることになる
が、この値や別の指標を用いても構わない。このような処理方法で外乱が検出された場合
、位置検知サーバ１０１は外乱発生イベントを発行するとともに（ステップＳＴ３）、そ
の電波強度値の変化量を推定する（ステップＳＴ４）。
【００１６】
　電波強度値の変化量の推定方法としては、単純に直近数レコードの平均値との差異を変
化量とするという方法を用いる。この実施の形態１では、直近数レコードの電波強度値の
平均がＡであったのが今回Ｇになったとすると、電波強度値の変化量Ｄは、Ｄ＝Ａ－Ｇと
して計算できる。算出した電波強度値の変化量Ｄは、外乱発生イベントと対応付けて記憶
される。なお、外乱発生イベントには付加情報として、どの無線基地局間で発生したもの
かを示すデータと共に記憶される。
【００１７】
　次に、無線基地局間で発生した外乱が、対象端末１０６の位置検知に影響を及ぼすかど
うかの推定処理について説明する。
　図８に示すように、今、外乱が無線基地局１と無線基地局４の間の箇所で発生したもの
とする。端末位置は直前の位置から移動可能な範囲を推定することができるので、対象端
末１０６の次の位置検知において、この外乱が影響を及ぼしうるものかを判断する（ステ
ップＳＴ５）。例えば、対象端末１０６が位置アにいた場合は、無線基地局１と４の間の
外乱は直接関係ない可能性が高いため、外乱発生イベントを無視することができる。しか
し、対象端末１０６が位置イにいる場合は、無線基地局１と４の間の外乱が影響を及ぼし
ている可能性が強くなる。この場合、位置検知サーバ１０１は、前述した位置検知に使用
するために、対象端末１０６で定期的に取得している各無線基地局からの電波強度値を、
図２に例示したような電波強度情報として受信しているので、この情報を利用して対象端
末１０６が外乱の影響を受けているかを判断する。位置検知サーバ１０１では、各無線基
地局と端末１０６との間の、外乱発生の直前の位置における無線基地局４からの電波強度
値と、今回取得した同基地局からの電波強度値の比較を行なう。受信間隔が十分短い時間
（１秒未満と仮定）とすると、正常に通信が行われている場合には対象端末１０６の移動
距離に応じた電波強度値の変化量は急激に増減しないから、外乱と関係がないと判断でき
る。一方、電波強度値の変化量が極度に増減している場合は、外乱と関係があるとするこ
とができる。仮に無線基地局４からの電波強度値が極端に減少している場合、これが外乱
の影響である可能性が高いと推定できる。今、無線基地局１と４との間で外乱が発生して
いるとすると、対象端末１０６の直前の位置イから推定すると、無線基地局４からの電波
強度値が外乱の影響を受けていると推定できる。
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【００１８】
　次に、対象端末１０６の外乱に関連している無線基地局４からの電波強度値を補正して
、端末の位置を推定する処理について説明する。
　位置検知サーバ１０１では、外乱発生イベントの発行時に算出しておいた、外乱に関連
する無線基地局間の電波強度値の変化量を利用して、図８の位置イ近辺での無線基地局４
からの電波強度値の減衰量を推定する。例えば、電波強度値の変化量Ｄは無線基地局１と
４との間における変化量になるため、これを対象端末１０６の直前位置イにおける変化量
に対応付ける。すなわち、対象端末１０６で計測された無線基地局４からの電波強度値に
変化量Ｄを加えたものを、外乱が発生していないときの、その位置における電波強度値と
する（ステップＳＴ６）。次に、この補正した電波強度値に基づいて対象端末１０６と無
線基地局４との距離を算出する。また、外乱発生に関連していなかった残りの無線基地局
１～３との距離も通常に算出し、各距離を用いて、図６で説明した方法により、対象端末
１０６の検知位置を推定する（ステップＳＴ７）。したがって、外乱よる影響を補正でき
るため、対象端末１０６と無線基地局１～４間の距離推定精度が向上し、安定した位置検
知が可能となる。
【００１９】
　ところで、無線基地局の配置について考えた場合、外乱が発生しうる高さに設置するこ
とで外乱検出精度を向上させることができる。例えば人の往来が主な外乱になる場合は、
床上約１～１．５ｍ程度に無線基地局を設置することで外乱検出が可能である。また、よ
り精度を向上させる場合や、駅構内の列車などの大きな外乱となりうるものがある場合は
、無線基地局の配置に高低差をつけることで、列車の外乱と人の往来による外乱との両方
を検知することも可能である。例えば通信路のメインとなる無線基地局は高さ２～３ｍの
見通しのきく場所に配置し、人の往来による外乱検知を兼ねた無線基地局に関しては、ホ
ームと同じ高さの場所に設置することで、高所に設置された無線基地局と低所に設置され
た無線基地局との間での外乱検出が容易になるため、列車による外乱と人の往来による外
乱の両者を検知できるので、複数の外乱に対しても位置検知精度の劣化を抑制することが
可能になる。
【００２０】
　以上のように、この実施の形態１によれば、各無線基地局が、自局以外の無線基地局か
らのビーコン情報より通信状況値を取得し、位置検知サーバ１０１おいて、各無線基地局
で取得された相手基地局からの電波強度値（通信状況値）に基づいて無線基地局間の通信
状況を監視し、電波強度値に所定以上の変化を検出した場合には、当該変化が起こった無
線基地局間に外乱が発生したというイベントを発行すると共に、対応する電波強度値の変
化量を推定し、外乱発生イベントが発行された場合には対象端末１０６が外乱発生直前の
位置で取得した無線基地局からの電波強度値（通信状況値）と今回取得した電波強度値と
の差に基づいて、外乱が対象端末１０６の今回の位置検知に影響を及ぼすかを判断し、今
回の位置検知に影響すると判断された場合には、先に推定した外乱に関連している無線基
地局間の電波強度値の変化量を用いて対象端末１０６で取得した外乱に関連している無線
基地局からの通信状況値を補正し、この補正した電波強度値と外乱に関連していなかった
無線基地局からの電波強度値を用いて対象端末１０６の位置を推定するようにしている。
したがって、対象端末と無線基地局間の距離推定精度を向上させることができるので、外
乱が発生したとしても位置検知の精度劣化を抑制し、安定した位置検知を行うことができ
る。また、外乱種別を予め規定しなくても観測値から変化量を求めるので、予め外乱に応
じて変化量を測定しておくなどの事前準備の手間を削減することができる。
【００２１】
　なお、この実施の形態１では、上記一連の位置検知処理を位置検知サーバで行っている
が、この位置検知処理の機能を対象端末自身に持たせるように構成して位置検知システム
を構成してもよく、位置検知サーバを無くしても同様の効果が期待できるようになる。
　また、無線基地局は、自局以外の無線基地局との通信状況値を取得し位置検知サーバに
送信する通信状況取得手段と、通常の通信処理を行なう通信処理手段とを自局内部に別々
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に用意し、それぞれの処理を並列で実行するように構成してもよい。このようにすること
で、通信レスポンスを落とすことなく、自局以外の無線基地局との通信状況値を取得でき
るようになる。
　また、この実施の形態１では、補正する形での精度劣化抑制に関して説明したが、外乱
の内容によっては十分に補正できない場合も考えられる。その場合は外乱発生に関連する
無線基地局からの電波強度値の計算上の優先順位を下げる、もしくは利用しないようにす
ることで、信頼性の高い情報だけを利用して位置検知計算を行えば、精度劣化を抑制する
ことも可能である。
　また、この実施の形態１では減衰する場合の例について説明したが、列車などの影響に
より反射波が生じ、電波強度が増幅される場合にもこの発明は適用可能である。
【００２２】
実施の形態２．
　上記実施の形態１では、外乱発生時における無線基地局間で起きる電波強度の変化量を
直近の状態から推定する例について述べたが、この実施の形態２では、定常状態の観測時
間帯と、外乱検出時間帯の二つの時間帯に分けて無線基地局間の通信状況を監視すること
で、より高精度に外乱検出を行ない、精度劣化を抑制できる例について述べる。
　位置検知サーバ１０１に定常状態観測時間を設定可能な手段を設ける。定常状態観測時
間以外の時間は外乱検出時間帯と考えることができる。例えば夜間など外乱となる事象の
発生頻度が極端に下がる時間帯を、定常状態観測時間として利用者が選択して設定する。
また、１日における時間のみではなく、曜日の指定を行なうようにすることで、日曜の夜
間などほとんど外乱が発生しないような特定の日時を、定常状態観測時間として選択して
もよい。
【００２３】
　位置検知サーバ１０１では、定常状態観測時間において、各無線基地局が定期的に取得
した、自局以外の無線基地局からの電波強度情報を取得する。このときは外乱検知を行な
わずに、状態の蓄積を実施する。状態の蓄積により、電波強度の統計的な信頼性が向上す
ることになる。この蓄積データから得られる定常状態の電波強度値の統計情報を、外乱検
出時間帯において得られる各無線基地局が取得した自局以外の無線基地局からの電波強度
値と比較することで、外乱の発生を検出し、変化量を算出する。上記実施の形態１との違
いは、直前の数レコードの情報を利用するのではなく、予め定常状態観測時間において取
得済みの統計値を利用する点である。
【００２４】
　以上のように、この実施の形態２によれば、通信状況を監視する時間帯を定常状態観測
時間帯と外乱検出時間帯に分けるようにしているので、定常状態の統計的な通信状況を安
定的に取得できるため、この情報から変動量を信頼性高く得ることが可能となり、外乱の
検出を確実に行い、外乱があった場合の精度劣化を抑制することが可能になる。したがっ
て、レイアウトの変更などに起因する環境変化が起こっても、自動的に定常状態を把握し
て精度劣化の抑制を可能にする。
【００２５】
実施の形態３．
　上記実施の形態１および２においては、無線基地局が、外乱検出用の自局以外の無線基
地局との通信状況値を取得する機能を持つように構成していたが、ここでは、これと同様
の機能を持つ外乱検出用の通信状況取得装置を無線基地局と同じ位置または外乱が発生す
ると想定される位置に配置する位置検知システムとする。
　無線基地局と同じ位置または外乱が発生すると想定される位置に配置された通信状況取
得装置は、各無線基地局が発信するビーコン情報を受信してそれぞれの無線基地局からの
電波強度値を取得し、電波強度情報にして位置検知サーバ（位置検知処理機能を対象端末
が持っている場合には対象端末）に送信する。位置検知サーバでは、通信状況取得装置で
取得された無線基地局からの電波強度値に基づいて実施の形態１の位置検知サーバ１０１
と同一の処理を行って対称端末の位置検知処理を行う。
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　したがって、無線基地局には特別な仕組みを持たせなくても外乱の検出が可能になり、
外乱によって生じる位置検知の精度劣化の抑制を実施の形態１および２同様に行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】この発明の実施の形態１による位置検知システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】この発明の実施の形態１に係る対象端末の各無線基地局からの電波強度値の情報
のデータ構成を示す説明図である。
【図３】同実施の形態１に係る位置検知サーバが保有する地図情報の内容例を示す説明図
である。
【図４】同実施の形態１に係る複数無線基地局と対象端末間の距離から対象端末の位置を
推定する方法を示す説明図である。
【図５】同実施の形態１に係る対象端末の地図情報上の位置を示す説明図である。
【図６】同実施の形態１に係る、無線基地局と対象端末間の算出距離を半径として描いた
円が一点で交わらない場合の対象端末の位置を推定する方法を示す説明図である。
【図７】同実施の形態１に係る無線基地局の他無線基地局からの電波強度値を表す情報の
データ構成を示す説明図である。
【図８】同実施の形態１に係る外乱が無線基地局と無線基地局との間の箇所で発生した状
況を示す説明図である。
【図９】同実施の形態１に係る位置検知サーバにおける処理手順を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００２７】
　１，２，３，４　無線基地局、１００　ネットワーク、１０１　位置検知サーバ、１０
６　端末。
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